
新型コロナワクチン
３回目接種について
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ワクチン接種について 問保健管理課　　086-803-1307

対象者

予診票などの発送予定時期

予約方法

集団接種会場

①インターネット予約（県共通予約システム）※ネット対応している医療機関のみ
　https://v-yoyaku.jp/330001-okayama
　※岡山市コールセンターでのインターネット予約代行も行います
②医療機関に直接申し込み
　※手元に予診票などが届く前に、医療機関に電話しても予約できません

※市内約350の医療機関および集団接種会場で接種できます

▶ファイザー社製、武田／モデルナ社製のワクチンを接種できます
▶４月上旬以降も集団接種を実施します。日程などの詳細は次号でお知らせします

　2回目接種から8カ月到達する前月の
中旬に、予診票などを発送します。届
いた時点で、予約と接種が可能です。

岡山市  ワクチン 検索

概要

岡山市新型コロナワクチン接種コールセンター 月～土曜８時30分～17時30分（日曜、祝日除く）

0120-780-910 （FAX 086-803-1775）

◆予診票などの発送時期の目安表
２回目の接種月

会　場　名 会　期

令和３年７月

令和３年８月

令和３年９月

令和３年10月

令和３年11月

→

→

→

→

→

発送時期

令和４年２月15日㈫頃

令和４年３月15日㈫頃

令和４年４月15日㈮頃

令和４年５月16日㈪頃

令和４年６月15日㈬頃

１

２回目接種完了後から原則８カ月を経過した、18歳以上の人

　市では新型コロナワクチンの３回目接種
を実施しています。対象者には市から予診
票などを順次発送しますので、接種を希望
する人は予約および接種をお願いします。

イオンモール岡山５階　おかやま未来ホール
（北区下石井一丁目）

１月21日㈮～１月27日㈭13時～18時
１月30日㈰～２月４日㈮13時～18時

２月16日㈬～２月23日㈷13時～18時

３月１日㈫～３月13日㈰13時～18時
３月24日㈭～４月３日㈰13時～18時

天満屋岡山本店６階　葦川会館
（北区表町二丁目）
岡山高島屋８階　催会場
（北区本町）

一部の人の
発送時期前倒しについて

◆２回目接種から「６カ月以上」に前倒し

◆２回目接種から「７カ月以上」に前倒し

※上記に該当する人には、左表より２週間～１
カ月程度、予診票などを前倒しで発送します

▶医療、介護・障害福祉サービス従事者など
▶介護・障害福祉の通所サービス利用者およ
　び高齢者施設などの入所者のうち、介護・
　障害福祉サービス利用者

▶上記に該当しない65歳以上の人

※令和４年１月12日時点の情報です。



お願い 引き続き感染予防にご協力ください
～オミクロン株の流行動向にも注意を！～ 問保健管理課　　086-803-1251

３回目接種に関する、よくある質問（厚労省ウェブサイトより）

https://www.city.okayama.jp/shisei/0000019788.html

　オミクロン株であっても、これまで確認された変異株と同様に基本的な感染防止
対策が有効とされています。マスクの着用や小まめな手指消毒、「３密」の回避な
ど、基本的な感染予防対策を引き続きお願いします。

▶かかりつけ医がいる場合は、事前に電話してから受診する
▶ホームページで探す
▶岡山市新型コロナウイルス受診相談センターに電話相談する

体調の異変を感じたら

　086-803-1360（　086-803-1337）　平日９時～21時（土・日曜、祝日 ９時～17時） FAX

Q＆A

なぜ追加接種が必要なの？

ワクチンの効果が徐々に低下するからです。

高い発症予防や高齢者の重症化予防など、ワク
チンの効果は１・２回目接種後、徐々に低下す
るとされています。追加接種により感染予防効
果や重症化予防効果などを高めますので、ぜひ
接種をご検討ください。

Ｑ

A

武田／モデルナ社製は副反応が強い
と聞くが、大丈夫なの？

２回目接種後より症状が少ないと報告
されています。
同社のワクチンにおける３回目接種は、１・２
回目接種で用いた量の半量です。２回目接種後
と比較して、発熱や疲労など接種後の症状が少
ないことが報告されています。

Ｑ

Ｑ

A

交互接種って何？
どのワクチンが使用されるの？

皆さんへ
　ワクチン接種を受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知
識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いしま
す。受ける人の同意なく、接種が行われることはありません。また、職場や周りの人などに接種
を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることもあってはなりません。

Ｑ ファイザー社製と武田／モデルナ社
製ワクチンの効果に差はあるの？

１・２回目と違うワクチンを打つことです。
ファイザー社製、武田／モデルナ社製のワク
チンを使います。
３回目では、上記 2社のワクチンを使います。
また、交互接種（例：１・２回目…ファイザー、
３回目…モデルナ）が可能です。交互接種でも
抗体価の上昇は良好とされているほか、副反応
に関しても初回接種と同程度であると報告され
ています。

A どちらのワクチンも、約半年後も高い重症化
予防効果が維持されています。
１・２回目接種では、両社のワクチンともに、
２回目接種から約半年後も高い重症化予防効果
が維持されています。また、１・２回目接種の
効果を約半年間比較すると武田／モデルナ社製
ワクチンの方が感染予防、発症予防、重症化予
防の効果が高かったと報告されています。

A
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２生活支援／経済支援
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住民税均等割非課税世帯などへの臨時特別給付金

◆住民税均等割非課税世帯への給付金

支給額

支給額　10万円　※現金での一括給付

ひとり親世帯分

その他世帯分

注意

国の経済対策において、住民税均等割非課税世帯などを支援するために臨時特別給付金を給付します。

①令和３年度の住民税均等割が全員非課税の世帯
②令和３年12月10日時点で市内に住民票のある人
⇒①と②いずれも満たす必要あり
対象外 住民税が課税されている人の扶養親族など
のみからなる世帯

対象の可能性がある世帯には、１月末ごろから、
順次書類を送ります。ご確認・ご記入の上、必要
書類の返送をお願いします。

①令和３年１月以降、新型コロナウイルス感染
　症の影響を受け家計が急変し、世帯全員の住
　民税均等割が非課税の世帯と同様の事情にあ
　ると認められる世帯
②申請時に市内に住民票のある人
⇒①と②いずれも満たす必要あり
対象外 岡山市または他市町村で住民税均等割非
課税世帯への臨時特別給付金の受給資格がある
人を含む世帯

　または下記に開設する特設　　（期間限定）で
特設窓口の開設場所・期間
①保健福祉会館１階、中・東・南区役所内会議室
　（２月１日～３月31日）
②各支所内、吉備・富山・妹尾地域センター内
　（２月１日～２月28日）

１世帯当たり10万円の給付が受けられます!
◆家計急変世帯への給付金

受付期限　５月10日までに

申請期間　２月１日～９月30日

※これを超えた場合には上表を適用します

扶養家族数

０人

１人

２人

３人

４人

障害者
寡婦

ひとり親

100万円以下

156万円以下

206万円未満

256万円未満

306万円未満

204.4万円未満
※

45万円以下

101万円以下

136万円以下

171万円以下

206万円以下

135万円以下
※

非課税相当限度額
（収入額ベース）

非課税限度額
（所得額ベース）

申請期限（２月28日）間近!
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金

　コロナ禍で18歳以下の子どもを養育する子育て世帯を支援
するために一時金を支給します。期限までに申請してくださ
い。

　低所得の子育て世帯の生活を支援する給付金です。申請
がお済みでない人は、お早めの申請をお願いします。すで
に支給を受けた人は対象外です。なお「子育て世帯への臨時
特別給付金」とは別になりますのでご注意ください。

①公的年金給付受給などのため令和３年４月
　分の児童扶養手当を受けていない人
②新型コロナの影響で家計が急変し、直近の
　収入が児童扶養手当支給対象の水準に下がった人

18歳年度末までの子ども（障害児は20歳未満、
令和４年２月末までに生まれた子どもも対象）
を養育し、
①令和３年度市県民税均等割が非課税
　または
②新型コロナの影響で家計が急変し、令和３年度市県民
　税均等割が非課税と同等と認められる人など

申請は　または各福祉事務所　　で

児童１人につき５万円  ＋ １世帯につき２万円（市独自）

対  
象

対  

象

対  

象

申請は　または同課　　で

申請期限（２月28日）間近!
子育て世帯への臨時特別給付金

令和３年９月１日～令和４年３月31日生まれの
新生児の場合のみ申請期限が５月31日までに

平成15年４月２日～令和４年３月31日に生まれた子ども
を養育している人
対象外 児童手当制度の所得制限を超える人など

問臨時特別給付金コールセンター　　0120-050-392（土・日曜、祝日を除く８時30分～17時）





問こども福祉課コールセンター
　0120-153-533（土・日曜、祝日を除く８時30分～17時）

〒

〒

問給付金コールセンター
　0120-084-592（土・日曜、祝日を除く８時30分～17時）

非課税相当限度額の目安表（給与所得者）

窓口

窓口

対  

象 対  
象

申
請
方
法

手
続
き

〒 窓口



市税の納税相談 ●収納課
086-803-1186

●料金課
086-803-1641 ～ 1644

●岡山市営住宅管理センター
（日曜、祝日を除く。８時30分～17時15分）
086-206-5560

●みんなの人権110番
（全国共通人権相談ダイヤル）
0570-003-110

●外国語人権相談
0570-090-911

●ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004
●ねんきんダイヤル
0570-05-1165

●岡山市男女共同参画相談支援センター
（配偶者暴力相談支援センター）
086-803-3366

●消費生活センター
086-803-1109（相談専用電話）
消費者ホットライン188（いやや!）も利用可

●産業振興・雇用推進課 086-803-1325
●岡山商工会議所 086-232-2266
●日本政策金融公庫　
　国民生活事業　0570-076-541
　中小企業事業　086-222-7666　
その他（商工会、市内金融機関など）

●産業振興・雇用推進課
086-803-1325

●岡山商工会議所　086-232-2266
※各商工会でも同様の相談窓口あり　
※原則予約制
　（岡山商工会議所ＨＰ・・FAX）

●ハローワーク岡山 ( 管轄＝北・中・南区 )
086-241-3222
●ハローワーク西大寺 ( 管轄＝東区 )
086-942-3212

●市民協働企画総務課
　市民活動支援室
086-803-1061

人権への配慮

相談ほっとライン

消費生活相談

企業向け
運転資金などの特別な
融資制度

（無利子・無担保など）

セーフティネット保証・
危機関連保証の認定・
経営相談等窓口

コロナ対応経営相談窓口
（※岡山商工会議所の
相談窓口名称）

雇用調整助成金の相談窓口

NPO 法人向けの支援相談

各種料金の納付相談

市営住宅家賃の納付相談

国民年金保険料免除など

市
税
・
保
険
料
な
ど
の
相
談

心
の
健
康
な
ど
の
相
談

融
資

応
援
金

そ
の
他
相
談

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、
認可保育園保育料、認定こども園利用料、下水道事業
負担金などの納付相談

感染した人やそのご家族、医療従事者などに対しての
不当な差別・偏見・いじめ・誹謗中傷でお悩みの人

インターネット人権相談受付窓口もあり

配偶者などによる暴力や、家庭・職場などでお悩みの人
①月～土曜の各日10時～19時30分
　（火曜は除く）
②日曜、祝日の各日10時～16時30分

不審な電話やメールなど消費生活に関するトラブルで
お悩みの人（土・日曜、祝日を除く。９時～16時）

無利子・無担保等「融資」、休業に係る「雇用調整助
成金」、販路開拓・ものづくり等「補助金」などの相
談受付窓口

新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化し
た際、従業員を一時的に休業させるなどにより雇用を
維持し、一定要件を満たした場合に雇用調整助成金が
国から支給されます。

ＮＰＯ法人向けの支援情報をＨＰ「つながる協働ひろ
ば」に掲載しています。

国・県・市の各種融資を利用する際に必要なセーフティ
ネット保証および危機関連保証の認定申請を受け付け
中です。

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが５％以
上減少し、運転資金などでお困りの人に国・自治体が
設けた特別な融資制度があります。まずは、お近くの
金融機関にご相談ください。

個人市県民税・固定資産税など納税のご相談

市営住宅の家賃支払いが困難な人のご相談

国民年金保険料免除などの特例措置についてのご相談

がいこく ご じんけんそうだん

●担当課が分からないときは、新型コロナウイルス対策専用ダイヤルへ 086-803-1400（土・日曜、祝日除く。8 時30分～17時15分）

●人事課
086-803-1086

●農林水産課
086-803-1344、1346

緊急雇用
（会計年度任用職員）

農林漁業者向け
岡山市コロナ対応事業者応援金

採
用

就労機会を失った人を対象とした会計年度任用職員の募
集を行います。

新型コロナで売り上げ減少した市内事業者に対する応援
金の支給対象に、農業を営む会社法人等を追加しました。
※申請は令和４年２月28日までに

各保険料の減免・傷病手
当金

●岡山市保険料減免等コールセンター
（土・日曜、祝日を除く。
　９時～17時15分）
086-897-1126

収入減少による国民健康保険料、介護保険料、後期高
齢者医療保険料の減免や、傷病手当金の申請を受け付
けています。詳細は市ＨＰをご確認いただくか、右記
コールセンターまでご相談ください。
※保険料減免の申請は令和４年３月31日までに

３各種支援などの連絡先
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